
《豊爵曲構驚走壼費I

会員としてご協力 (会費の納入)をお願いします。
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○地区部会を通じて力0入

○銀行振り込み

○各区事務所窓□で力0入

※詳しくは裏面の連絡先まで

お問い合わせ<ださい。

社会福祉協議会とは…

社会福祉法に基づき、地域福祉を推進する専門機関として、公共性と自主性をもつて組織された民間の福祉団体です。

通称「社協」(しゃきょう)と呼ばれ、全国の都道府県。指定都市:市区町村に設置されています。
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千葉市社会福祉協議会活動に対し

ひとりでも多くの方々にご理解いただき、

地域の福祉活動への参カロの第一歩として、
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みなさまからお寄せいただいた会費は、

福祉のまちづ<りのための貴重な財源として

活用させていただきます。
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皆さまからお寄せいただきました会費の

皆さんがお住まいの地域の地区部会※活動に活用されます

活動内容は地区部会によつて異なります。

使われています。

憑趙黙聟冬絣顆瘍予ゾ
高齢者の閉じこもりの防止や健康保持、

仲間づくりを図ります。

夢襲驀蛉翡ン彗-OA
会食または配食により、高齢者の心身の健

康保持及び社会参力Bの促進を図ります。

〈地区部会の主な活動〉

霙軋颯聟綴馨亀たり■慧輪甜

地域の高齢者が集まる交流の場です。

覺埒滲逹鰺
ひとり暮らし高齢者等に対して、日常的な見

守りや声かけによる安否確認等を行います。

巫懃羮佛§歩ヽ不著歩霰
子育て中の親子が集まる交流の場です。

肉覺卜聟ざ鰺
生活行為の―部 (ゴミ出し等 )が困難な

方等に対して生活支援を行います。
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〈市全域の主な事業〉
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※地区部会とは…

本会の趣旨に賛同し、同じ地域で暮らす住民のつながりを

活かしながら暮らしの中にある福祉課題の発見。共有・予防。

解決に取り組むため、住民主体で組織された団体です。

(市内68地区部会)
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<個人情報 の取 り扱 いについて>
取得した個人情報は、本会の個人情報保護に関する方

針 (プライバシーポリシー)に基づき取り扱い、会員募集

事業目的以外には使用いたしません。

◆会費についてのお問い合わせは、お近くの社協事務局までお願いします◆
〒260-0844千葉市中央区千葉寺町 1208-2千葉市ハーモニープラザB棟3階

社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会 地域福祉推進班 TEL 043-209-8869
(中央区事務所) 〒260-8511中 央区中央4-5-1 丁EL 043-221-2177
(花見サ|1区事務所)〒 262-8510花 見りH区瑞穂 1-1 丁EL 043-275-6438
(稲毛区事務所) 〒263-8550稲 毛区 7~kり ‖4-12-4丁 EL 043-284-6160
(若葉区事務所) 〒264-8550若 葉区貝塚2-19-1丁 EL 043-233-8181
(緑区事務所)  〒266-8550緑 区鎌取 [町226-1 丁EL 043-292-8185
(美浜区事務所) 〒261-8581美浜区真砂5-15-2丁 EL 043-278-3252


